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第11 はじめに

1 本報告の趣旨

本報告書は，平成27年3月4日 （水）から同年3月13日 （金）までの

10日間，米国における①多管轄係属訴訟(MultidistrictLitigation・以

下「MDL」 という。 ）の審理及び②連邦倒産法に基づくアスベスト人身被

害の賠償に関する信託制度に関する実情を調査した結果をまとめたもので

ある。具体的には，①については，多管轄係属訴訟司法委員会(Judicial

PanelonMultidistrictLitigation・以下「JPML」 という。 ）の委員

である連邦地方裁判所裁判官, JPMLのStaffAttorney,MDLで主に被

告（会社）側の代理人を務める弁護士2名，マサチューセッツ州上位裁判所

裁判官のインタビューを行い，②については，連邦破産裁判所裁判官，同裁

判所職員， ロークラーク，法人の破産事件を専門に取り扱う弁護士2名のイ

ンタビューを行うとともに,裁判所等から入手した文献や入手した資料を踏

まえて作成したものである。

先方との日程調整及びアテンドについては，松原経正書記官（在米日本大

使館へ出向中），中山登判事補(東京地方裁判所･ジョージタウン大学派遣)，

水木淳判事補(大阪地方裁判所堺支部・ジョージワシントン大学派遣)ほか，

様々な方にお世話になった。 この場を借りて深く感謝申し上げる。
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2調査の概要

調査日程及び調査先の概要は，次のとおりである。

（1） ①多管轄係属訴訟関係

○平成27年3月5日 （木）マサチューセッツ州サフオーク郡上位裁判

所

カプラン裁判官(MitchellH. Kaplan, JudgeofCommonwealthof

MassachusettsSuffolkCountySuperiorCourt)に対するインタビュ

ー

○平成27年3月10日 （火) JPML

フーヴェル裁判官(EllenSegalHuvelle, JudgeofU.S. District

CourtfortheDistrictofColumbia),ニノミヤ弁護士(RolandB.

Ninomiya, StaffAttorneyofJPML)に対するインタビュー

○平成27年3月11日 （火) WilmerHale法律事務所

チェリー弁護士(StevenF. Cherry, PartnerofWilmerHale),パイ

キン弁護士(JonathanE.Paikin, PartnerofWilmerHale)に対する

インタビュー

(2)②アスベスト人身被害信託関係

○平成27年3月10日 （火）連邦破産裁判所

アルキスト裁判官(NancyV. Alquist, JudgeofU.S. Bankruptcy

CourtfortheDistrictofMaryland) ,ニール裁判所事務官(MarkA.

Neal, CourtClerkofU.S. BankruptcyCourtfortheDistrict

ofMaryland) , ゴールドバーグ弁護士(RichardM. Goldberg,

AttorneyatLawofShapiroSherGuinot&SandlerinBaltimore),

ストーカー・ロークラーク (KimStoker, career lawclerkfor

JudgeAlquist) のインタビュー

○平成27年3月11日 （水) WilmerHale法律事務所

ゴールドブラット弁護士(CraigGoldblatt, PartnerofWilmer

Hale)に対するインタビュー
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2①多管轄係属訴訟について

1 報告の概要

多管轄係属訴訟司法委員会(JPML)は，共通の事実に関する一つ以上

の争点を有する民事訴訟が複数の連邦地方裁判所に係属している場合に，申

立てによって，プリトライアル手続を一つの連邦地方裁判所に移送し，一人

の裁判官に集中させることができる (28U.S.C91407･別添1参照） 。 これ

によって，上記の訴訟群は統一的・効率的なプリトライアル手続が執られる

ことになるところ，以下では，移送の審理等におけるJPMLの役割等を中

心に調査結果を報告することとしたい。

第2

2 JPMLの構成員，組織等

JPMLは, 7名の連邦裁判所裁判官である委員から成り，委員は，連邦

最高裁判所長官によって任命される。 ！任期は7年で，同じ地区から複数の

裁判官が選ばれることはない。委員となる裁判官は，裁判官としての通常の

職務に兼ねて, JPMLの委員としての職を行う。また, JPMLの事務所

は， ワシントンDCに所在し，委員以外の職員としては, PanelExecutive

l名, StaffAttorney5名, CourtClerkが約20名，そのほかITや予算

等を担当する職員がいる。 StaffAttorneyは，法曹資格を有しており, JP

MLのために，訴訟の概要，当事者の主張の要旨， 申立てを認めるべきか否

かについての意見を記載したベンチメモを準備し, JPMLの決定書の草案

の起案, JPMLに関係する法的調査や書面の作成， 受送裁判所

(TransfereeCourt)からの問合せへの回答などを行う。

3集中化の申立ての手続・審理

（1）訴訟当事者は，異なる連邦地方裁判所で係属し，事実に関する争点が

IMDLや集団訴訟を扱った経験の豊富な裁判官が選ばれることが多い。なお， インタビュー
を実施したフーヴェル裁判官は,MDLについては，①共同購入に係るクーポン券の有効期限

等のfederalCreditCardAccountability,Responsibility,andDisclosure法及び州の消費者保護法違
反が問題となった事案，②携帯電話の購入・利用契約における返金条件の不透明さが問題とな

った事案の審理を担当した経験がある。
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共通する少なくとも2つの訴訟の移送を求める申立て(JPMLでは， こ

のように多管轄係属訴訟(MDL)を形成する申立てを「集中化」

(Centralization)の申立てと呼んでいる。 ）をすることができ， 当該申

立てに関係する訴訟当事者は，その訴訟群が集中化されるべきか，そうで

あるならばどの地方裁判所に集中化されるべきかについてまとめた書面

を提出する。

（2）ア JPMLは, 2か月ごとに異なる地区において申立てについてのH

earingSessionを開催し，新しいMDLを形成する申立てについて

は,原則として， 口頭弁論を実施し， 2－，二週間後（集中化の申立

てからは， 2ないし4か月後）には，決定を行う。

イ集中化の申立てを認める場合, JPMLの委員は，そのMDLを担

当する候補裁判官として選んだ裁判官に連絡をとる。その裁判官は，

MDLを担当することを拒むこともできるが，たいていは承諾する

ようである。

ウ集中化の申立てが認められてMDLが形成されると，その後に当該

MDLに関連する訴訟('' Tag-alongs'' (後続訴訟） と呼ばれる。 ）

が提起された場合は，受送裁判所に暫定的に移送される。後続訴訟

の当事者は，その移送に関し, JPMLに対して異議申立てを行う

ことができ, JPMLは，次回のHearingSessionにおいて， 申立て

に対する判断を行う。 この場合， 口頭弁論は行わないのが一般的で

ある。

エなお，受送裁判官は，特定の訴訟がMDLに属するべきでない,M

DLとして審理する必要性がなくなったと考える場合には, JPM

Lにその旨を提案し，移送裁判所(TransferrorCourt)に逆送

(Remand)することができる。また，受送裁判官(Transferee

Judge)は，後続訴訟の停止も提案することができ, JPMLは，そ

2例えば，平成27年3月にはカリフォルニア州サンデイエゴで開催され，平成27年5月には
ミネソタ州ミネアポリスで開催された。 口頭弁論において， 当事者代理人に許される発言時間

は，わずか数分程度であるが，事前に書面を提出することができるため， 当事者としてはあま

り不満に感じないとのことであった（チェリー弁護士，パイキン弁護士） 。
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の提案を尊重して判断を行う。

（3）平成26年においては，集中化の申立てに対し， 48件が認容され（合

計6120件の訴訟が移送された。また，後続訴訟としては，合計4万6

938件がMDLとして審理された。 ) , 27件が却下された。

また，平成26年12月31日時点で， 290件のMDLが60の連邦

地裁に係属しており （担当裁判官は， 215名） ， それらのMDLには，

合計12万7483件の事件が集中化されている。最も古い未済事件は，

平成13年7月に集中化されたアスベスト製品の責任に関するMDLで

ある。

終局したMDLのおおよその平均審理期間は，下表のとおりである。

4集中化を行うかどうかの要件・判断基準

（1）要件

JPMLは, 28U.S.C. 91407に規定されている要件（①事実に関する

争点の共通性，②複数の事件の複数の連邦地方裁判所への訴訟係属，③集

中化が当事者，証人の便宜に資するもので， 3訴訟の公正かつ効果的な遂

行を推進すること。なお，事件類型には制限はない。 ）を満たすか否か，

3一般に被告側としては，一つの裁判所で審理されることによって，訴訟対応費用の節減につ
ながるため，被告側が集中化の申立てをすることが多いとされているが,MDLが形成される

ことによって，更なる訴訟提起を誘引し， また，和解をする場合に請求根拠が薄弱な原告にも
他の原告と同様に和解金を支払うことになってしまうリスクがあるとのことだった（チェリー

弁護士，パイキン弁護士） 。

5

1000件以上の

製造物責任

6年 労働 3年

1000件未満の

製造物責任

3． 5年 知的財産権 2． 5年

反トラスト 4年 雑 2． 5年

証券 3． 5年 売買 2． 5年

大規模災害 3． 5年 航空機事故 2年

契約 3． 5年



また，集中化の目的（証拠開示等のプリトライアル手続での審理の重複を

なくし,矛盾した判断を避け，当事者，代理人,裁判所の負担を軽減する。）

を考慮し，集中化の当否を判断する。

そして, JPMLは，判断に当たって，以下のような事情を重視する傾

向がある。

（2）集中化の申立てを認める方向に働く事情

JPMLは，集中化の申立てを認める方向に働く事情として，①共通の

事実上の争点が複雑で，証拠開示に相当な負担が予想されること，②多く

の事件が多数の連邦地方裁判所に係属しており，集中化をしないと当事者

や裁判所の負担が相当に重くなることが予想されること，③事件数が今後

相当に多くなる蓋然性が高いこと，④多数の法律事務所が関与し，当事者

同士による非公式な形での調整が難しいこと，⑤州裁判所に管轄権のある

関連事件が相当数係属しており，連邦に管轄権のある事件を一つの連邦裁

判所に集中化することが連邦と州との調整を促進することが予想される

ことといった事情を考慮する。

（3）集中化の申立てを認めない方向に働く事情

他方，集中化を認めない方向に働く事情としては，①事件が数個の事実

に関する争点しか共通しないか，または，事実に関する争点が複雑でない

こと，②関連事件が数件にとどまり，事件数が今後相当数に膨らむ可能性

が低いこと，③当事者によって応訴態度が大きく異なること，④原告側代

理人が少数であり，当事者による非公式な調整が効果的なこと，⑤集中化

に変わる手段（例えば28U.S.C. 91404による移送）がふさわしい事情が認

められること，⑥同じ産業の複数の,競合関係にある被告が関与しており，

集中化が守秘義務や営業秘密の問題を生じさせる可能性があること，⑦対

象事件が今後まもなく終局することが予想されること，⑧当事者のほぼ全

員が集中化に反対していること，⑨集中化を求める当事者が隠れた又は不

適切な動機を有しているがうかがわれること （例えば，集中化の申立ての

本来の目的が，現在審理を行っている裁判所による不利な判断を避ける目

的がある場合） といった事情がある。
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なお，連邦法について異議を呈する民事訴訟（例えば，特定の法律が憲

法違反であることを理由とするもの）は，法律問題に重点があり，共通の

事実に関する争点に重点はないので，集中化の申立ての対象とされること

はあまりないとのことであり，法解釈・適用が主として問題となるような

政策形成訴訟（例えば，制定法の文言があいまいな事案，法規範が衝突す

る事案，適切な既存の法規範が存在しない事案，法規範の文言に反して決

定しなければいけない事案）についても同様に，あまり利用されていない

と考えられる。この点は,MDLの対象がプリトライアル手続に限られて

おり，判決段階になると各地の移送裁判所に事件が逆送されることや，米

国においては，先例拘束性の原理(doctrineofprecedent/doctrineof

staredecisis)が存在しており，上級裁判所の判例は下級裁判所を拘束

すること，事件ごとに適用される法令（州法）が異なり得ることもその理

由として挙げることができよう。

(4) JPMLによる事件情報の管理等

集中化の申立書及びこれに関連する資料は, JPMLのCM/ECF

(CaseManagement/ElectronicCaseFiling)システム（インターネット

回線を用いた事件管理システム）を通じて入手することができ，集中化さ

れる事件の個別の情報は，その事件が提起された裁判所のCM/ECFシ

ステムを通じて入手することができるので，紙媒体の書類がJPMLに送

付されるということはない。 4また, JPMLが集中化を認めた場合，受

送裁判所は,MDLとして立件し，そのCM/ECFシステム上に登録す

る。MDLが巨大な場合には，受送裁判所が当該MDL専用のウェブサイ

トを作ることもある。

5受送裁判官（受送裁判所）を選任する基準

前述のとおり, JPMLからの受送裁判官となることへの打診に対し，候

補裁判官が承諾するかどうかは当該裁判官の判断に委ねられている｡他方で，

4なお, JPMLに係属しているMDLの情報は, JPMLのウェブページで誰で

も閲覧可能である。 http://www.jpml.uscourts.gov/pending-mdIs-O参照
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JPMLが受送裁判官候補者を選定するに当たっては，下記の要素を含む

様々な要因を考慮している。

①当該裁判官が，集中化の申立てのあった事件の一部を担当しているか。

また，担当している事件のプレトライアル手続が一定程度進んでいるか。

②当該裁判官にMDLを扱った経験があるか。

③当該裁判官が受送裁判官となることに関心を表明しているか。

④当該裁判官の裁判官としての経験年数

⑤当該裁判官の裁判官任官前の法律職務経験の内容

⑥当該裁判官の事件処理についての評判5

⑦当該裁判官が新しいMDLを担当することの障害となるようなMDL

や大規模訴訟を担当しているか。

⑧当該裁判官がデイスカヴァリが相当程度行われることが想定される地

方裁判所（例えば，被告の本社がある地方）に所属しているか。

⑨当該裁判官の所属地方裁判所が当事者や代理人にとって便利な位置に

所在しているか。

⑩特定の裁判官を選任することが全ての当事者によって支持されている

こと

6 JPMLの移送に関する決定に対する不服申立て

(1) 28U.S.C91407(e)により，集中化の申立てを却下する決定に対する不服

申立てはできない。

（2）他方，集中化を認容する決定に対しては， 緊急令状の申立て

(PetitionforaWritofMandamus)による限り，再審査の対象となり

得る。ただし， 当該申立てがなされることは極めてまれであり，最近で

は， 平成25年に後続訴訟の原告がMDLへの移送について異議を申し

立てたが，第5巡回区裁判所はその申立てを直ちに棄却した。 6

5 JpMLの委員は，異なる巡回区又は地区から選ばれるため，幅広い情報を有している
とのことであった（フーヴェル裁判官） 。

6当事者としては, JPMLの決定はまず覆らないという認識があり，不服申立てを行おうと
考えないようである（カプラン裁判官，チェリー弁護士，パイキン弁護士） 。
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7 JPMLによる司法行政上の支援等

(1)MDL審理の複雑困難さが現れる場合

MDLは，以下の場合にその負担が大きいとされる。 ．

①訴訟が多くの件数を含み，新しい事件が定期的にMDLにもたら

されるか移送される場合

②審理の対象となる事実が相当な複雑さを有している場合（例えば，

特許訴訟）

③州裁判所に係属する関連訴訟との調整が求められる場合

④複数被告で，それらの利害が対立する場合

⑤被告が責任の有無について強く争う場合

⑥当事者間の争いが激しく，ディスカヴァリ等で多くの問題点が出

てくる場合

なお，上記①に関し，平成26年12月31日時点で，未済事件の48

パーセント（139件）は， 10件以下の事件が集中化されたものであり，

36パーセント(105件）は, 11～100件の事件が集中化されたも

のであり，わずか21件（7パーセント）が1000件を超える事件が集

中化されているMDLであって， ほとんどのMDLは膨大な事件群を集中

化したものではない。また，単一のMDLが複数の裁判官に配てんされる

ことはあるが，非常にまれである。

2）司法行政上の支援（2）司法行政上の支援

JPMLは, (1)のような事情により複雑困難な事件に直面する受送

裁判官に対し，様々なリソース（例えば，受送裁判官と受送裁判所職員の

ためのガイド「TenStepstoBetterCaseManagement-AGuidefOr

MultidistrictLitigationTransfereeJudges｣ (別添3) , 500以

上のMDLに関連する命令書のデータベース， 「相談裁判官」

(ConsultingJudges) となることを申し出た経験豊富な裁判官の名簿，

受送裁判官がMDLに関連する問題について投稿することができるメー

リングリスト）を提供している。
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また, JPMLは，年に1回,MDLを担当している全ての裁判官ため

の協議会を開催し， しばしば外部のMDL専門家（例えば， クラスアクシ

ョンを研究しているロースクールの教授）を招いて，講演を行ってもらっ

ている。

さらに, StaffAttorneyは，集中化の決定後も，継続的にMDLの動向

を把握し，新たに提起された訴訟が係属中のMDLを扱う裁判所に移送さ

れるべきか否かの検討，受送裁判官による逆送の提案の検討，受送裁判所

からの照会への対応を行う。

なお, JPMLは, 1年ごとに受送裁判官にその裁判官が担当するMD

Lの現状について報告書の作成を依頼し,MDLが終局したときに, JP

MLは受送裁判官に特別に有益な工夫やMDLを審理するに当たって直

面した問題などについて調査を行い，その訴訟が集中化されるべきであっ

たかについて回帰的な意見を求めている。

(3)JPMLによる支援以外で受送裁判官がMDL審理に当たって利用可能

なリソース等

一般的には，しっかりとした予定を立て，定期的な打合せの機会を持ち，

未処理の申立てを迅速に処理することが相当とされるところ，受送裁判官

の中には，証拠開示での問題や，州裁判所への逆送などMDLに関連する

特定の問題についてマジストレイトに委任する者もいる。また，受送裁判

官は，一時的に，巡回区に対して,MDLに関し追加のロークラークその

他の職員を雇うことの許可を求めることもできるが，必ずしもそのような

要望が認められるわけではない。さらに，大規模のMDLにおいては，受

送裁判官が，ディスカヴァリや和解，その他の事務を補佐するためにスペ

シャルマスター(SpecialMaster・通常は弁護士が選任され，プレトライ

アル手続における申立ての裁定等の権限を持つことが認められている。 ）

への報酬は当事者から支払われることに留意する必要がある。加えて，

移送裁判官や，ほかの受送裁判官と非公式に相談したり，関連する州の事

件を担当する州裁判所裁判官に連絡をとったりすることもある。
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8代表弁護士等の役割

大規模なMDLにおいては，受送裁判官は， しばしば代表弁護士(Lead

Counsel) ,連絡弁護士(LiaisonCounsel) ,原告の運営委員会委員

(SteeringCommittee)を任命する。受送裁判官は，通常は，そのような地

位に就くことに関心を有している代理人に対して，資格等を記載した書面を

提出するように命じ，面接を行って，任命する弁護士を決定する。

代表弁護士と，原告運営委員会は，実体法・手続法上の争点について，ほ

かの代理人と協議の上，立場を決めて表明する責任を負う，具体的な内容と

しては，①書面又は口頭での議論，提案を受送裁判所に対し表明すること，

②相手方代理人と審理計画について協議すること，③証拠開示の求めと対応，

④基本的な宣誓供述の取得の実施，⑤鑑定人の雇用といった事項が挙げられ

る。

連絡弁護士は，受送裁判所とほかの代理人との連絡，代理人間の打合せの

開催， 当事者への進展の報告といった事項を担当し，通常，受送裁判所と同

じ地域に所在する法律事務所の弁護士から選ばれる。

これらの弁護士に対する費用に充てるため，受送裁判官は, Common

BenefitFundの設定を求め，各和解当事者が和解金の数パーセントをファ

ンドに支払うことを求めることができる。

9 その他MDLの審理に関する事項

（1） トライアル手続

§1407による移送は，プリトライアル手続についてのみであるが，受送

裁判官は， 自身の所属する連邦地方裁判所に集中化の申立てとは関係なく，

当初から管轄権のある事件については， トライアルについても担当するこ

とができる。 さらに， 当事者は，移送された事件が受送裁判所の所属する

連邦地方裁判所で審理されることに同意することができるほか，特別の承

認（所属巡回区内の事件であれば巡回区の長，所属巡回区外の事件であれ

ば連邦最高裁長官によるもの）を得れば，所属地方裁判所に管轄権のない

事件のトライアルについても審理することができる。
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他方,MDLがトライアルのために移送裁判所に再移送(Remand)され

ると，移送裁判官は，再移送された事件についてトライアルを行うため，

その事案とMDLで実施された手続について通じる必要が出てくる。もっ

とも，移送裁判官は，受送裁判官から,MDLでの手続の概要やトライア

ルのために準備すべき事項を記載した書面の提供を受けることが可能で

ある。 7

（2）和解

受送裁判官が提案された和解の承認・不承認を行う権限を有しており，

多くのMDLは和解で終局する。

受送裁判官によっては,MDLのうち代表的な数個の事件のトライアル

を実施し，その結果を踏まえることにより，他の事件についても和解を促

進させるという手法をとることもある（このトライアルは, bellwether8

trialsと呼ばれる。 ） 。

（3）プリトライアルのおける判断に対する不服申して

JPMLは,MDLのプリトライアル手続でなされた受送裁判官の判断

の再審理を行う権限を有していない。一般に，受送裁判官の判断に対する

不服申立てについては，その裁判所が所在している巡回区の高等裁判所が

審理する。

（4）中間上訴

中間上訴は，通常の訴訟と同様に認められるが， 申立て件数は少ない。

10 まとめ（我が国の制度への示唆等）

今回の調査に当たって，インタビューを実施した方々は総じて, JPML

7マサチューセッツ州においては，事実に関する争点又は法律上の争点が共通する場合という

緩やかな要件で移送することができ，プリトライアル手続のみならずトライアル手続について

も移送することが可能である。また，同州の裁判官は，特定の地区の裁判所のみならず，マサ

チューセッツ州の全裁判所で事件を担当できることとされているため，連邦の場合とは状況が

異なる。他方，マサチューセッツ州は，その面積が小さく，マサチューセッツ州固有の多管轄

係属訴訟はあまりなく，そのためJPMLのような組織も存在しないとのことであった（カプ

ラン裁判官） 。

8羊の群れを先導する鈴付きの羊の意
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による移送制度に対して肯定的な評価を有しており，審理の重複をなくし，

矛盾した判断を避け，当事者，代理人，裁判所の負担を軽減するという目的

にも十分かなう制度であると思われ，我が国にも，移送が可能な手続段階を

限定しない形で同様の移送制度を導入することも考えられる。もっとも，そ

の平均審理期間をみると， 3年以上の審理期間を要しているものが多く， 日

本における裁判官の異動サイクルを考えると，審理途中の交代により，かえ

って審理が長期化する原因にもつながりかねず,特に膨大な事件数が集中化

されている場合には，その影響は大きく，多くの事件が長期間未済事件とな

ってしまう可能性も否定できない。また，多数の当事者が関わる紛争につい

ては，平成25年に消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判

手続の特例に関する法律が成立し,近く集合訴訟制度が導入されることとな

っており，その対象はJPMLの移送要件とは異なり，一定の限定があるも

のの,MDLの上記の目的と共通しているところがあり，その施行後の動向

も注視しつつ,MDL形成のための移送制度の導入の必要性や相当性につい

て更なる検討を行う必要があると考えられる。

第3②アスベストに係る信託制度について

1 報告の概要

アスベスト人身被害信託(AsbestosPersonal lnjuryTrust)の制度は，

平成6年の連邦倒産法の改正によって明文化されたものであり （連邦倒産法

524条(g) ･別添2参照) ,アスベストによる健康被害について賠償責

任を負う債務会社が，現在及び将来の賠償請求権者(presentandfuture

claimants)に対する損害賠償のため，信託を設定するという内容を含む再

建計画案(plan.ofreorganization)を策定し，裁判所が，現在及び将来の

賠償請求権の権利行使をその信託に限る旨の命令(Channelinglnjunction)

を発令することによって，債務会社からアスベスト関連の賠償責任を分離し，

その事業の再建を図る仕組みである。 9

9同様の制度について， アスベスト関連債務以外の債務によって破産した場合にも適用が考え
られるかとの質問に対し， アルキスト裁判官からは，アスベスト関連以外の債務の場合は， 5
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以下では，当該制度にかかる手続や運用について報告することとしたい。

2 アスベスト人身被害信託設定までの手続の流れの概要

（1）アスベスト関係賠償債務を負う会社が連邦倒産法第11章に基づいて，

連邦破産裁判所に対し，破産申立てを行い， 自動的停止(Automatic

Stay)の効果が生じ，救済命令(RelieffromStay)があった後，連邦

管財官(UnitedStatesTrustee)は，一般債権者から構成される債権者

委員会を設立する。その後，債権者集会の開催，債権届出等などがなされ

た後，債務会社（債権者や，債務会社の保険会社等も一定の要件を満たす

場合は再建計画案の提出が可能である。 ）は，再建計画案を策定し，アス

ベスト人身被害信託の設定をその内容に組み込むことができる。

（2）一般的に，債権者による再建計画の可決要件は，実際に投票した債権者

の債権額の3分の2以上で，かつ，実際に投票した債権者数の過半数以上

の賛成であるところ, Channelinglnjunctionを発令するためには， これ

に加えて，アスベスト人身被害を被った賠償請求権者の75％以上の再建

計画案への賛成が必要となる （524条(g) (2)(B) (ii)(IV)(bb)。人数の

みであって，賠償債権額の要件はない。 ） 。また，一定の事実が生じた場

合に，アスベスト人身被害信託が，債務会社やその親会社等の議決権付株

式の過半数を保有する権利を行使できること（同条(g)(2)(B) (i)(m))や，

裁判所が将来の賠償請求権者の権利保護のための代理人を選任すること

（同条(g) (4) (B)(i))など多くの条件が定められている。なお，アスベスト

人身被害賠償請求権者以外の債権者の保護に関しては，上述のとおり，再

建計画案の議決権が認められていることのほか, Channelinglnjunction

が債務者等の利益及び他の利害関係人の取扱いとの関係で公正かつ衡平

であることが要件とされている（同条(g)(4)(b)(ii)) 。

（3）連邦裁判所が再建計画を認可し，連邦地区裁判所がこれを承認して

24条(g)の要件を満たさなくても，連邦倒産法105条によって，多様な命令を出すこと
もでき，同条に基づいて信託を活用することはできる，長期間をかけて症状が発現するアスベ

ストについてのみ524条(g)が特別に規定されているとの回答であった。
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Channelinglnjunctionが発令され， アスベスト人身被害信託が設定され

ると，債務会社は，事業を継続し，債務会社を相手とする全てのアスベス

ト人身被害に関する訴訟は，当該信託のみを相手とすることができる（債

務会社のみならず，その役員や関連会社，保険会社を相手とすることも禁

止される （同条(9) (4)(A)) 。なお，アスベスト関連賠償請求権者は，債

務会社やその関連会社以外に不法行為上の責任を負い得る，支払能力のあ

る会社に対しては，別途賠償を求めることができる。これに関し， 当該賠

償請求訴訟において，信託からの賠償についてどのように考慮すべきか，

原告は，信託からの提案の内容について開示しなければならないかが未解

決の論点となっている。

Channelinglnjunctionにより， 当該会社は， 自身のアスベスト関連賠

償責任を限定することができ， 当該信託が，引き受けた債務会社の財産を

管理することにより，公正,かつ,裁判所が直接関与しない仕組みにより，

現在と将来の賠償請求権者に賠償を行うことになる。

（4）再生計画案の認可後は，連邦破産裁判所と連邦管財官は，アスベスト人

身被害信託の運営を監督する法律上の要請はない。もっとも，連邦破産裁

判所は，信託に対して限定された管轄権を有しており，信託から年次財務

報告書の提出を受ける。

（5）なお，平成26年現在で約110の会社がアスベスト関連の債務を原因

の一つとして破産を申し立てており，平成19年から平成25年までの間

の当該申立ての件数は下記のとおりである。

平成19年 3件 平成23年 3件

平成20年 3件 平成24年 2件

平成21年 3件 平成25年 7件

平成22年 5件

3 アスベスト人身被害信託の組織と運営

（1）アスベスト人身被害信託は，信託財産を増加させるとともに，現在及び

将来の賠償請求権者に対し賠償を行うことについて,合理的な保証を提供
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する仕組みによって運営され，信託の組織や，賠償請求権者が受け得る賠

償額,賠償請求権者が賠償を受けられるか否かを決定する手続を確立しな

ければならず（524条(9)(2) (B) (V)), これらは，信託のTA(Trust

Agreements)及びTDP (TrustDistributionProcedure) と呼ばれる文

書中に記載されている。

TAは,信託を設定するための法律文書であって，信託の目的を記載し，

債務を引き受ける代わりに債務会社から財産の移転を受けることを承認

することや，信託の管理における主要な当事者のリストがその内容とされ

る。

また, TDPは，アスベスト関連人身被害の賠償請求の調査・評価・支

払に関する手続や症状の重篤さの段階を決定するための手続等を定め，紛

争解決手続を確立し，現在及び将来の賠償請求権者が全て公平な賠償を受

けることを保証する。

将来の賠償請求権者の人数，賠償額がどの程度のものになるかについて

は，統計的な手法を用いて計算され，具体的には，労働者の数，労働場所，

同所で想定される曝露の程度や，アスベスト製品の販売数，利用場所，同

所で想定される曝露の程度等から将来の賠償請求権者となり得る人数や

その症状の段階を予測する。この予測に当たっては，人体がアスベストに

どのような態様でどの程度曝露するとどのような症状は発症するかにつ

いての用量反応モデル(doseresponsemodels)が利用されるようである。

10

（2）アスベスト人身被害信託は，裁判所の関与なく運営され，一般的には，

一以上の受託者，信託諮問委員会(TrustAdministrativeCommittee・以

下「TAC」 という。 ) ,将来賠償請求権者代理人(FutureClaimant

Representative・以下「FCR」 という。 】')から成る。受託者は, TA

'0本制度が明文化されるまでに信託が用いられたマンスヴィル事件においては， 中皮臘肺が

んになるだろう人数についての予測については大きな誤差はなかったが，軽い症状の被害者に

ついては， （詐欺的な請求者が多いかどうかはともかく）予想より大人数になったとのことで

あった（ゴールドブラット弁護士） 。

'1中立性･公平性の観点から元裁判官が選ばれることが多いようである（アルキスト裁判官)。
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によって決められた信託の通常業務，例えば，信託の投資運営，職員や投

資アドバイザーの雇用と監督，税金の支払，破産裁判所に年次報告書を提

出するといった業務を行う。TACとFCRは，受託者による信託運営上

の重要な変更及びTDPの実施について，助言を行うことができるが，原

則として同意しなければならない。 Ⅲ2

4 アスベスト人身被害信託による審査と支払

（1）請求の受付

アスベスト信託への請求の審査手続は，賠償請求権者'3が選択した方式

によって請求の内容が調査されることによって始まる。調査の方式として

は，簡易調査(ExpeditedReviewProcess)又は個別調査(Individual

ReviewProcess)を選び，いずれの方式も受付順に処理される。個別調査

の方式が選ばれるのは，二，三パーセントに止まり，簡易調査方式による

請求は,TDPで定められた病状の重篤度別に決められた賠償額が支払わ

れる。

賠償請求権者は， 自己の病状がTDPに定められた医学的基準のどの症

状にも該当しない場合などに，個別調査を受けることを選ぶことが可能で

ある。賠償請求権者は， さまざまな方法でアスベスト関連生産物に曝露し

たことを立証することができる。例えば，アスベストに職務上曝露したこ

とを立証するために，賠償請求権者は，信託に対して社会保障記録を提出

することによって，アスベストを利用していた特定の会社で雇用されてい

たことを示すことができる。このことは，賠償請求権者がその会社でアス

'2現在賠償請求権者と将来賠償請求権者は，公平に賠償を受けるようにされないといけないが，
FCRによって代理される将来賠償請求権者は，現在の賠償請求権者との間で賠償の仕組みに

ついて合意ができないと，信託の設定自体ができず，そうすると，通常の不法行為法の仕組み
によって賠償を求めることになるという不利益を被ることから実際には，将来請求者に不利な

内容の合意がなされることがあるとのことであった（ゴールドブラット弁護士，ゴールドバー
ク弁護士） 。

'3今回訪問した，ボルテイモアの連邦破産裁判所の管轄内では，特定の二つの法律事務所がほ
ぼ全てのアスベスト関連賠償請求権者を代理しているとのことであった。中皮腫を発症してい

る場合は， アスベスト生産物との因果関係を立証する必要がなく，賠償額も高額であるため，
代理人は高額の報酬（賠償額の3分の1程度）を容易に得られるとのことであった（アルキス

ト裁判官，ゴールドバーグ弁護士） 。

17



ベストに曝露したことを必ずしも直接に結びつけるものではないので，ア

スベスト信託は，賠償請求権者の勤務していた会社に対して雇用に関する

記録を求めることができる。もっとも，正確な記録は存在していないかも

しれないことから，アスベスト人身被害信託は，第三者の証言録取を行っ

たり，あらゆる情報を考慮した専門家による判断に委ねたりすることもあ

る。

なお，今回訪問した連邦破産裁判所が所在するボルティモア市に本社の

あったPorterHaydenCompany社（以下「PHC社」 という。アスベスト

を含む断熱材製造を業としていた会社であるところ，アスベスト製品の製

造を理由として，約5万8000件の訴訟を提起された。信託は平成19

年に設定され，その信託財産の当初額は4億ドルである。 ）のTDPにお

いては，簡易調査の場合，下記のような基準で賠償が行われている。
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病状の段階 基準額 医学的基準

レゾ､ミル5

中皮腫

35万ドル ①中皮腫の診断，②1924年から198

9年までにPHC社製造のアスベストに曝

露したことの確かな証拠

レゾ＜ル4

肺がん

4万ドル ①原発性肺がんの診断，②1924年から

1989年までに職務上6か間にわたって

PHC社によって設置，販売 , 流通，除去

されたアスベストを含む製品に曝露したこ

と ， ③ 「著しい職務上の曝露

( Significant Occupational

Exposure) ｣ (少なくとも3年間以上雇用

され ， 1924年から1989年の間に2

年間以上， 日常的にアスベスト繊維を扱う

職務等に就いていたこと） ， ④アスベスト

への曝露が肺がんを引き起こした要因とさ

れることを認める医学的証拠

レゾ､ミル3 1万1500 ①原発性の大腸，喉頭，食道 , 咽頭 ， 胃が



（2）請求の評価者

請求の評価は信託によって異なるが，第三者に委託する信託もあれば，

自らの組織の中に調査者を有している信託もある。

（3）支払の手順

アスベスト信託は,賠償請求権者による請求がTDPの基準を満たして

いると判断した場合，賠償請求権者に対し,TDPで決められた割合に基

づいて賠償額を提示する。たいていの信託は，賠償額の全額について一度

に支払うことはできず，支払割合，すなわち現在の賠償請求権者に支払わ

れることができる総額のうちの一部の額を決定し，将来の賠償請求権者の

ために十分な財産を留保する。この割合は，信託によって異なるが，連邦

政府監査院(U.S. GovernmentAccountabilityOffice)の調査によれば，

1． 1％から100％までであり，中央値は， 25％であった。受託者は，

信託財産に基づいてどの程度の額の支払ができるか,将来にどの程度の収

入が得られるかを計算し，定期的に支払計画の再検討を行う。TACとF
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その他のが

ん

ドル んの診断及びアスベスト関連の非悪性疾患

が潜在していることの証明，その余は，上

記レベル4の②ないし④と同様。

レゾ､ミル2

石綿症によ

る深刻な機

能障害

4万ドル ①ILOの分類で2/1かそれ以上の石綿

症であることの診断又は病理学的証拠によ

って石綿症であると認められたこと及びT

LCが65%以下であること又はFVCが

65％以下であること, FEV1/FVC

率が65％以上であること，その余は，上

記レベル4の②ないし④と同様

レジ＜ル1

アスベスト

に関連する

非悪性疾患

8750ドル ①アスベストに関連する非悪性疾患の診断

(認定医によって，請求者がILOの基準

で1／0以上の位置付けられること等） '

その余は，上記レベル4の②ないし④と同

様



CRは，原則として，支払割合の変更に同意しなければならない。賠償請

求権者が信託による賠償の申出を受け入れた場合に支払がなされ,賠償請

求権者が当該申出を拒んだ場合，その賠償請求権者は,TDPに規定され

たほかの紛争解決手続をとることができる。もしその紛争解決手続によっ

て解決されない場合，賠償請求権者は，信託に対し，不法行為法の仕組み

のなかで訴訟（管轄裁判所は，連邦破産裁判所ではなく，連邦地方裁判所）

を提起することができる。

連邦政府監査院による調査によれば,最初のアスベスト信託が1988

年に設立されて以来2010年までの間に，アスベスト信託は，約330

0万人の賠償請求権者に対し，約175億ドルの支払を行ってきた。 ア

スベスト信託の設定後， その賠償が終わるまでは長期間を要するところ，

当該信託は存続し続け,Channelinglnjunctionの効力も存続し続けるこ

ととなる。信託がその目的を遂げた後に賠償請求権者が表れた場合は，通

常の不法行為法によることになり，請求者は，会社に対して請求すること

ができるようになる。 ’4

）監査手続（4）監査手続

連邦政府監査院の調査によれば， 52のTDPのうち, 50には，監査

に関する規定がある。もっとも，全件調査を行うのではなく，サンプル調

査， ランダム調査を行うのが通常である。

医療情報など高度の個人情報を扱うため，アスベスト人身被害信託間で

請求に関する情報の共有は行われておらず，複数のアスベスト人身被害信

託に対して，賠償請求が行われる可能性あると指摘されている。 Ⅲ5このた

め，アスベスト人身被害信託間での情報共有に関する改正提言が現在なさ

れている。

5 まとめ（わが国制度への示唆等）

14これまでアスベスト信託が破綻した例は1件のみであるとのことだった（ゴールドブラット

弁護士） 。

'sこのほか特定の賠償請求者の代理人が特定の医者となれ合いの関係になり，不適切な診断書
が提出されている可能性も指摘されているとのことだった（ゴールドバーグ弁護士） 。
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連邦倒産法524条(g)は，大規模なかつ長期的な健康被害を生じさせ

た企業から，賠償責任を分離して事業の継続を確保と被害者への賠償を確保

するために効果的な制度であると思われるところ，現在の賠償請求権者と将

来の賠償請求権者の公平性の確保のためにFCRによる代理で十分である

か，詐欺的な請求者に対する対策としてどのような対応をとることができる

かについては，更に慎重な検討が必要であると思われる。また，この制度は，

アスベスト関連人身被害の賠償債務を負う会社の再建手続に限られている

ところ，米国においては，企業の再建計画において，同法105条に基づい

て信託が活用されることがしばしばあるということであるので，同法524

条(g)の検討のみならず，広く信託を利用した企業再建の活用についても

調査をした上で，検討を深めていくことが有益であると考えられる。

上以

21



(別添1）

§1407. Multidistrictlitigation

(a)Whencivilactionsinvolvingoneormorecommonquestionsoffactare

pendingindifferentdistricts, suchactionsmaybetransferredtoany

districtforcoordinatedorconsolidatedpretrialproceedings. Such

transfersshallbemadebythejudicialpanelonmultidistrictlitigation

authorizedbythissectionuponitsdeterminationthattransfersforsuch

proceedingswillbefortheconvenienceofpartiesandwitnessesandwill

promotethejustandefficientconductofsuchactions・ Eachactionso

transferredshallberemandedbythepanelatorbeforetheconclusionof

suchpretrialproceedingstothedistrictfromwhichitwastransferred

unlessitshallhavebeenpreviouslyterminated:Provide4howevezgThat

thepanelmayseparateanyclaim, cross-claim, counter-claim, or

third-partyclaimandremandanyofsuchclaimsbeforetheremainderof

theactionisremanded.

(b) Suchcoordinatedorconsolidatedpretrialproceedingsshallbe

conductedbyajudgeorjudgestowhomsuchactionsareassignedbythe

judicialpanelonmultidistrictlitigation. Forthispurpose, uponrequest

ofthepanel, acircuitjudgeoradistrictjudgemaybedesignatedand

assignedtemporarilyforserviceinthetransfereedistrictbytheChief

JusticeoftheUnitedStatesorthechiefjudgeofthecircuit, asmaybe

required, inaccordancewiththeprovisionsofchapterl3ofthistitle.

Withtheconsentofthetransfereedistrictcourt, suchactionsmaybe

assignedbythepaneltoajudgeorjudgesofsuchdistrict. Thejudgeor

judgestowhomsuchactionsareassigned, themembersofthejudicialpanel

onmultidistrictlitigation, andothercircuitanddistrictjudges

designatedwhenneededbythepanelmayexercisethepowersofadistrict

judgeinanydistrictforthepurposeofconductingpretrialdepositions

insuchcoordinatedorconsolidatedpretrialproceedings.

(c) Proceedingsforthetransferofanactionunderthissectionmaybe

initiatedby-

1



(i)thejudicialpanelonmultidistrictlitigationuponitsowninitiative,

or

(ii)motionfiledwiththepanelbyapartyinanyactioninwhichtransfer

forcoordinatedorconsolidatedpretrialproceedingsunderthissection

maybeappropriate・ Acopyofsuchmotionshallbefiledinthedistrict

courtinwhichthemovingparty'sactionispending.

Thepanelshallgivenoticetothepartiesinallactionsinwhichtransfers

forcoordinatedorconsolidatedpretrialproceedingsarecontemplated, and

suchnoticeshallspecifythetimeandplaceofanyhearingtodetermine

whethersuchtransfershallbemade． .0rdersofthepaneltosetahearing

andotherordersofthepanelissuedpriortotheordereitherdirecting

ordenyingtransfershallbefiledintheofficeoftheclerkofthedistrict

courtinwhichatransferhearingistobeorhasbeenheld. Thepanel's

orderoftransfershallbebaseduponarecordofsuchhearingatwhich

materialevidencemaybeofferedbyanypartytoanactionpendinginany

districtthatwouldbeaffectedbytheproceedingsunderthissection, and

shallbesupportedbyfindingsoffactandconclusionsoflawbasedupon

suchrecord・ Ordersoftransferandsuchotherordersasthepanelmaymake

thereaftershallbefiledintheofficeoftheclerkofthedistrictcourt

ofthetransfereedistrictandshallbeeffectivewhenthusfiled. Theclerk

ofthetransfereedistrictcourtshallforthwithtransmitacertifiedcopy

ofthepanel'sordertotransfertotheclerkofthedistrictcourtfrom

whichtheactionisbeingtransferred・ Anorderdenyingtransfershallbe

filedineachdistrictwhereinthereisacasependinginwhichthemotion

fortransferhasbeenmade.

(d)Thejudicialpanelonmultidistrictlitigationshallconsistofseven

circuitanddistrictjudgesdesignatedfromtimetotimebytheChief

JusticeoftheUnitedStates, notwoofwhomshallbefromthesamecircuit.

Theconcurrenceoffourmembersshallbenecessarytoanyactionbythe

panel.

(e)Noproceedingsforreviewofanyorderofthepanelmaybepermitted

exceptbyextraordinarywritpursuanttotheprovisionsoftitle28, section

1651, UnitedStatesCode. Petitionsforanextraordinarywrittoreview
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anorderofthepaneltosetatransferhearingandotherordersofthe

panelissuedpriortotheordereitherdirectingordenyingtransfershall

befiledonlyinthecourtofappealshavingjurisdictionoverthedistrict

inwhichahearingistobeorhasbeenheld. Petitionsforanextraordinary

writtoreviewanordertotransferororderssubsequenttotransfershall

befiledonlyinthecourtofappealshavingjurisdictionoverthe

transfereedistrict・ Thereshallbenoappealorreviewofanorderofthe

paneldenyingamotiontotransferforconsolidatedorcoordinated

proceedings.

(f) Thepanelmayprescriberulesfortheconductofitsbusinessnot

inconsistentwithActsofCongressandtheFederalRulesofCivilProcedure.

(g)NothinginthissectionshallapplytoanyactioninwhichtheUnited

Statesisacolnplainantarisingundertheantitrustlaws． "Antitrustlaws"

asusedhereinincludethoseactsreferredtointheActofOctoberl5,

1914, asamended (38Stat. 730; 15U.S.C. 12), andalsoincludetheAct

ofJunel9, 1936 (49Stat. 1526; 15U.S.C、 13, 13a, andl3b) andtheAct

ofSeptember26, 1914, asaddedMarch21, 1938(52Stat. 116, 117; 15U.S.C.

56); butshallnotincludesection4AoftheActofOctoberl5, 1914, as

addedJuly7, 1955 (69Stat. 282; 15U.S.C. 15a).

(h)Notwithstandingtheprovisionsofsectionl404orsubsection(f) of

thissection, thejudicialpanelonmultidistrictlitigationmay

consolidateandtransferwithorwithouttheconsentoftheparties,for

bothpretrialpurposesandfortrial, anyactionbroughtundersection4C

oftheClaytonAct.
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(別添2）

11U.S. Code @ 524-Effectofdischarge

(g)

（1）

(A)Afternoticeandhearing, acourtthatentersanorderconfirminga

planofreorganizationunderchapterllmayissue,inconnectionwithsuch

order, aninjunctioninaccordancewiththissubsectiontosupplementthe

injunctiveeffectofadischargeunderthissection.

(B)AninjunctionmaybeissuedundersUbparagraph(A) toenjoinentities

fromtakinglegalactionforthepurposeofdirectlyorindirectly

collecting,recovering,orreceivingpaymentorrecoverywithrespectto

anyclaimordemandthat, underaplanofreorganization, istobepaid

inwholeorinpartbyatrustdescribedinparagraph(2)(B)(i), except

suchlegalactionsasareexpresslyallowedbytheinjunction, the

confirmationorder,ortheplanofreorganization.

(2)

(A)Subjecttosubsection(h),iftherequirementsofsubparagraph(B)are

metatthetimeaninjunctiondescribedinparagraph(1) isentered, then

afterentryofsuchinjunction,anyproceedingthatinvolvesthevalidity,

application, construction, ormodificationofsuchinjunction, orofthis

subsectionwithrespecttosuchinjunction, maybecommencedonlyinthe

districtcourtinwhichsuchinjunctionwasentered, andsuchcourtshall

haveexclusivejurisdictionoveranysuchproceedingwithoutregardtothe

amount incontroversy.

(B) Therequirementsofthissubparagrapharethat-

(i) theinjunctionistobeimplementedinconnectionwithatrustthat,

pursuanttotheplanofreorganization-

(I) istoassumetheliabilitiesofadebtorwhichatthetimeofentry

oftheorderforreliefhasbeennamedasadefendantinpersonalinjury,

wrongfuldeath, orproperty-damageactionsseekingrecoveryfordamages

allegedlycausedbythepresenceof, orexposureto, asbestosor

asbestos-containingproducts;

(II) istobefundedinwholeorinpart.bythesecuritiesoflormore

debtorsinvolvedinsuchplanandbytheobligationofsuchdebtorordebtors

tomakefuturepayments, includingdividends;
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(111) istoown, orbytheexerciseofrightsgrantedundersuchplanwould

beentitledtoownifspecifiedcontingenciesoccur, amajorityofthe

votingsharesof-

(aa) eachsuchdebtor;

(bb) theparentcorporationofeachsuchdebtor; or

(cc) asubsidiaryofeachsuchdebtorthatisalsoadebtor; and

(1V) istouseitsassetsorincometopayclaimsanddemands; and

(ii) subjecttosubsection (h), thecourtdeterminesthat-

(1) thedebtorislikelytobesubjecttosubstantialfuturedemandsfor

paymentarisingoutofthesameorsimilarconductoreventsthatgaverise

totheclaimsthatareaddressedbytheinjunction;

(II)theactualamounts, numbers, andtimingofsuchfuturedemandscannot

bedetermined;

(111) pursuitofsuchdemandsoutsidetheproceduresprescribedbysuch

planislikelytothreatentheplan' spurposetodealequitablywithclaims

andfuturedemands;

(1V) aspartoftheprocessofseekingconfirmationofsuchplan-

(aa) thetermsoftheinjunctionproposedtobeissuedunderparagraph

(1)(A), includinganyprovisionsbarringactionsagainstthirdparties

pursuanttoparagraph(4)(A), aresetoutinsuchplanandinanydisclosure

statementsupportingtheplan; and

(bb) aseparateclassorclassesoftheclaimantswhoseclaimsaretobe

addressedbyatrustdescribedinclause(i) isestablishedandvotes, by

atleast75percentofthosevoting, infavoroftheplan; and

(V) subjecttosubsection(h),pursuanttocourtordersorotherwise,the

trustwilloperatethroughmechanismssliChasstructured,periodic,or

supplementalpayments, proratadistributions, matrices, orperiodic

reviewofestimatesofthenumbersandvaluesofpresentclaimsandfuture

demands, orothercomparablemechanisms, thatprovidereasonableassurance

thatthetrustwillvalue, andbeinafinancialpositiontopay, present

claimsandfuturedemandsthatinvolvesimilarclaimsinsubstantiallythe

samemanner.

(3)

(A) Iftherequirementsofparagraph(2)(B)aremetandtheorderconfirming

theplanofreorganizationwasissuedoraffirmedbythedistrictcourt
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thathasjurisdictionoverthereorganizationcase, thenafterthetime

forappealoftheorderthatissuesoraffirmstheplan-

(i) theinjunctionshallbevalidandenforceableandmaynotberevoked

ormodifiedbyanycourtexceptthroughappealinaccordancewithparagraph

(6)；

(ii)noentitythatpursuanttosuchplanorthereafterbecomesadirect

orindirecttransfereeof, orsuccessortoanyassetsof, adebtorortrust

thatisthesubjectoftheinjunctionshallbeliablewithrespecttoany

claimordemandmadeagainstsuchentitybyreasonofitsbecomingsuch

atransfereeorsuccessor; and

(iii)noentitythatpursuanttosuchplanorthereaftermakesaloanto

suchadebtorortrustortosuchasuccessorortransfereeshall, byreason

ofmakingtheloan, beliablewithrespecttoanyclaimordemandmade

againstsuchentity, norshallanypledgeofassetsmadeinconnectionwith

suchaloanbeupsetorimpairedforthatreason;

(B) Subparagraph (A) shallnotbeconstruedto-

(i) implythatanentitydescribedinsubparagraph(A)(ii)or(iii)would,

ifthisparagraphwerenotapplicable, necessarilybeliabletoanyentity

byreasonofanyoftheactsdescribedinsubparagraph (A);

(ii)relieveanysuchentityofthedutytocomplywith, orofliability

under, anyFederalorStatelawregardingthemakingofafraudulent

conveyanceinatransactiondescribedinsubparagraph (A)(ii) or (iii);

Or

(iii)relieveadebtorofthedebtor' sobligationtocomplywiththeterms

oftheplanofreorganization, oraffectthepowerofthecourttoexercise

itsauthorityundersectionsll41andll42tocompelthedebtortodoso.

(4)

(A)

(i)Subjecttosubparagraph(B), aninjunctiondescribedinparagraph(1)

shallbevalidandenforceableagainstallentitiesthatitaddresses.

(ii)Notwithstandingtheprovisionsofsection524_(e), suchaninjunction

maybaranyactiondirectedagainstathirdpartywhoisidentifiablefrom

thetemsofsuchinjunction(bynameoraspartofanidentifiablegroup)

andisallegedtobedirectlyorindirectlyliablefortheconductof, claims

against,ordemandsonthedebtortotheextentsuchallegedliabilityof

suchthirdpartyarisesbyreasonof-
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(I) thethirdparty' sownershipofafinancialinterestinthedebtor,

apastorpresentaffiliateofthedebtor, orapredecessorininterest

ofthedebtor;

(II) thethirdparty' sinvolvementinthemanagementofthedebtorora

predecessorininterestofthedebtor, orserviceasanofficer, director

oremployeeofthedebtororarelatedparty;

(III) thethirdparty' sprovisionofinsurancetothedebtororarelated

party; or

(IV)thethirdparty' sinvolvementinatransactionchangingthecorporate

structure, orinaloanorotherfinancialtransactionaffectingthe

financialcondition, ofthedebtororarelatedparty, includingbutnot

limitedto-

(aa) involvementinprovidingfinancing(debtorequity), oradvicetoan

entityinvolvedinsuchatransaction; or

(bb)acquiringorsellingafinancialinterestinanentityaspartofsuch

atransaction.

"relatedparty''(iii)Asusedinthissubparagraph, theterm "relatedparty" means-

(I) apastorpresentaffiliateofthedebtor;

(II) apredecessorininterestofthedebtor; or

(III) anyentitythatownedafinancialinterestin-

(aa) thedebtor;

(bb) apastorpresentaffiliateofthedebtor; or

(cc) apredecessorininterestofthedebtor.

(B) Subjecttosubsection(h), if, underaplanofreorganization, akind

ofdemanddescribedinsuchplanistobepaidinwholeorinpartbya

trustdescribedinparagraph (2)(B)(i) inconnectionwithwhichan

injunctiondescribedinparagraph (1) istobeimplemented, thensuch

injunctionshallbevalidandenforceablewithrespecttoademandofsuch

kindmade, aftersuchplanisconfirmed, againstthedebtorordebtors

involved, oragainstathirdpartydescribedinsubparagraph(A)(ii), if=

(i)aspartoftheproceedingsleadingtoissuanceofsuchinjunction, the

courtappointsalegalrepresentativeforthepurposeofprotectingthe

rightsofpersonsthatmightsubsequentlyassertdemandsofsuchkind, and

(ii)thecourtdetermines,beforeenteringtheorderconfirmingsuchplan,

thatidentifyingsuchdebtorordebtors, orsuchthirdparty(bynameor

aspartofanidentifiablegroup),insuchinjunctionwithrespecttosuch
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demandsforpurposesofthissubparagraphisfairandequitablewithrespect

tothepersonsthatmightsubsequentlyassertsuchdemands,inlightof

thebenefitsprovided, ortobeprovided, tosuchtrustonbehalfofsuch

debtorordebtorsorsuchthirdparty.

@:demand"(5) Inthissubsection, theterm "demand'' meansademandforpayment,

presentorfuture, that-

(A)wasnotaclaimduringtheproceedingsleadingtotheconfirmationof

aplanofreorganization;

(B) arisesoutofthesameorsimilarconductoreventsthatgaveriseto

theclaimsaddressedbytheinjunctionissuedunderparagraph(1); and

(C) pursuanttotheplan, istobepaidbyatrustdescribedinparagraph

(2)(B)(i).

(6)Paragraph(3)(A)(i)doesnotbaranactiontakenbyoratthedirection

ofanappellatecourtonappealofaninjunctionissuedunderparagraph

(1) oroftheorderofconfirmationthatrelatestotheinjunction.

(7)ThissubsectiondoesnotaffecttheoperationofsectionU44orthe

powerofthedistrictcourttoreferaproceedingundersection｣57oftitle

2aoranyreferenceofaproceedingmadepriortothedateoftheenactment

ofthissubsection.
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